
１．地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 366,000 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 3,326,471 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

 社会福祉 200 200 0 

124,000 62,000 62,000 35,000 

216 108 108 0 

800 400 400 0 

126 126 0 

100 100 0 

100 100 0 

2,100 276 1,824 0 

786,940 590,120 196,820 0 

17,000 12,750 4,250 0 

13,452 10,064 3,388 0 

740 740 0 

115,300 86,475 28,825 0 

5,048 3,282 1,766 0 

38,607 27,705 10,902 0 

219,000 165,950 6,579 46,471 0 

105,000 40,310 64,690 35,000 

65 42 23 0 

2,640 2,520 120 0 

15,012 9,875 590 4,547 0 

6,300 2,203 4,097 0 

1,400 1,050 350 0 

489,000 444,346 44,654 0 

4,750 3,050 1,700 0 

14,200 7,100 7,100 0 

10,900 5,450 5,450 3,000 

1,685 1,263 422 0 

64 48 16 0 

75,000 25,000 50,000 0 

800 400 400 0 

30 30 0 

2,558 2,536 22 0 

138,000 22,770 115,230 0 

2,191,133 1,501,511 0 32,751 656,871 73,000 

 在宅老人福祉事業（住まい環境整備）

 在宅老人福祉事業（除雪支援）

 食の自立支援事業（配食サービス）

 養護老人施設措置費

 小　　計

 ひとり親家庭習い事支援事業

 ひとり親家庭等医療費助成

 母子家庭等自立支援給付（教育訓練）

 母子家庭等日常生活支援事業

 母子家庭等自立支援（入所措置）

 児童扶養手当支給

 子育て支援短期利用事業

 在宅育児応援手当支給

 病児・病後児保育事業

 すみずみ子育てサポート事業

 未熟児養育医療給付

 児童手当支給

 人工透析通院費助成

 障害児支援事業

 生活困窮者自立支援事業

 重層的支援体制整備事業

 生活保護費

 子ども医療費助成

 自動車運転免許取得助成事業

 自動車改造費助成事業

 福祉タクシー利用助成

 障害者自立支援給付（介護・訓練等）

 特別障害者等福祉手当支給

 障害者自立支援（地域生活支援）

 うち
 社会保障財源化分
 の交付金

 住宅災害見舞金支給

 重度障害者（児）医療費助成

 重症心身障害者福祉手当支給

 重度身体障害者住宅改造助成

 緊急一時預かり事業

事業名 歳出予算

財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

1
0



 うち
 社会保障財源化分
 の交付金

事業名 歳出予算

財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

 社会保険 118,067 88,548 29,519 0 

694 520 174 0 

50 37 13 0 

4,881 4,881 0 

432,921 432,921 130,000 

371,854 371,854 100,000 

87,671 65,753 21,918 0 

1,016,138 154,858 0 0 861,280 230,000 

 保健衛生 45,442 45,442 28,000 

19,340 19,340 10,000 

1,811 1,811 0 

430 430 0 

402 268 134 0 

1,419 1,419 0 

16,410 724 15,686 10,000 

25,146 1,294 1,122 22,730 15,000 

8,800 8,800 0 0 

119,200 2,286 0 9,922 106,992 63,000 

3,326,471 1,658,655 0 42,673 1,625,143 366,000 

※1 令和７年度における地方消費税交付金は、670,000千円を計上しています。

      このうち、22分の12に相当する額（365,454千円≒366,000千円）を消費税引上げ分に係る地方消費税交付金として「社会保障施策に

      要する経費」に充てています。

※2 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費は、令和７年度一般会計当初予算に基づき集計しています。

      ただし、事務費や人件費等は除いています。

 二次救急医療支援事業

 妊婦・乳児健康診査事業

 健康診査事業（基本、がん検査等）

 後期高齢者健康診査事業（基本検査等）

 小　　計

 合　　計

 小　　計

 予防接種事業（子ども）

 予防接種事業（おとな）

 休日在宅当番医制運営事業

 病院群輪番制病院運営事業

 小児救急医療支援事業

 国民健康保険特別会計繰出金
 （未就学児均等割保険税分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （産前産後保険税分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （財政安定化支援分）

 坂井地区広域連合負担金
 （介護保険特別会計分）

 後期高齢者医療広域連合負担金
 （療養給付費分）

 後期高齢者医療特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）


